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令令和和 88 年年度度光光市市水水道道局局水水質質検検査査計計画画  

 

 

   水道法施行規則により、光市水道局では安全な水道水を提供するため毎事業年度の開始前に

水質検査計画を策定し、お客様に対して情報提供を行っています。これに基づき、令和８年度

の水質検査計画を策定しましたので公表いたします。  

  1.水質検査の基本方針 

    2.水道事業の概要 

    3.水源の状況並びに水質状況 

    4.定期水質検査について（水質検査項目、採水場所、検査頻度） 

    5.水質検査方法 

    6.臨時水質検査 

    7.水質検査の自己検査/委託検査の区分 

    8.水質検査計画及び水質検査結果の公表 

    9.関係者との連携 

    10.水質検査の精度と信頼性保証 

 

1．水質検査の基本方針 

  光市の水道事業は、島田川伏流水を水源としており、林浄水場で浄水処理を行い各家庭に

給水しています。 

水道水の供給で、最優先事項である安全性の確保のため、以下の方法で水質検査を行いま

す。 

（1） 検査場所 

水質検査は水道法が適用される給水栓（蛇口）で行います。また水源、原水、浄水池水で

も検査を行います。 

（2） 検査項目 

検査は水道法で義務づけられた毎日検査項目、水質基準項目、のほかに水質管理上留意す

べき項目として水質管理目標設定項目及び要検討項目についても検査を行います。また水源

については独自に設定した環境項目等について検査を行います。 

（3） 検査頻度 

水質の安全安心供給を考え、3 年に 1 回まで検査を省略できる項目であっても省略をせ

ず、法令で定められた頻度を基本として検査を行います。 
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2．水道事業の概要 

（1）光市の水道事業 

光市の水道事業は表のとおりとなっています。 

事業区分 計画給水人口（人） 計画一日最大配水量（㎥ ） 

光市水道事業 48,300  41,500  

（2）水源、浄水場及び浄水方法 

①水源 

島田川伏流水 

 島田川河川敷に 1 本、河川内に 2 本の地下集水埋渠により取水しています。 

②浄水場 

林浄水場 

 林浄水場は、昭和 48 年に完成し、市内のほとんどへ給水されています。 

 所 在 地 光市中島田 3-1-1 

 浄水方法 前塩素→※PAC→凝集沈澱→中塩素→急速ろ過→紫外線殺菌処理→後塩素処理 

（※PAC・・・飲み水を作るために浄水場などで使われており、日本で一番幅広く使用されている凝集剤である） 

 

3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

     林浄水場 

原水の水質は降雨等の影響もほとんど受けず安定しています。第 1 取水は鉄・マンガン

を有しますので、浄水処理を行い常に水質管理を徹底しています。 

  

 

4．定期水質検査について（水質検査項目・採水場所・検査頻度等）  

   （1）毎日検査 

   ①検査項目及び頻度 

1 日 1 回、給水栓で次の 3 項目について検査します。 

項目 

番号  
1 日 1 回行う検査項目 

検査頻度（回／年） 
検査回数設定理由 

給水栓水 

1 色  365 省略不可項目（毎日検査）  

2 濁り  365 省略不可項目（毎日検査）  

3 消毒の残留効果（残留塩素） 365 省略不可項目（毎日検査）  

   

 ②採水場所 

      下記に示す採水場所において検査を実施します。 

給水栓水 

室積八丁目・千坊台三丁目・虹ヶ丘六丁目・虹ヶ丘七丁目・小周防・上島田五丁目

束荷・岩屋・岩田 
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（2）定期検査 

下記に示す採水場所で水質検査を行います。  

原水           第１取水・第２取水・第３取水 

浄水処理工程       浄水池 

給水栓水         虹ヶ丘六丁目・室積八丁目・西伊保木・周防・塩田・ 

虹ヶ浜三丁目・岩狩一丁目・東伊保木・千坊台一丁目 

 

（3）検査項目及び検査頻度 

項目  
基準値  

（ mg/L）  

基本  

検査頻度  
（給水栓水）  

検査頻度（回 /年）  

設定理由  林浄水場系  

原水  浄水池水  給水栓水  

基 1 一 般細菌  100 個 /ml 以下  
1 回 /月  

12 12 12 
基 本頻度に基づく  

 
基 2 大 腸菌  検 出 さ れ な い こ と  12 12 12 

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及 びその化合物  0 .003 以 下  

１ 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

12 12 4 

基 4 水 銀及びその化合物  0 .0005 以下  1 1 1 
過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/10 以 下  

基 5 ｾﾚﾝ及 びその化合物  0 .01 以 下  12 12 4 基 本頻度に基づく  

基 6 鉛 及びその化合物  0 .01 以 下  12 12 1 
過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/5 以下  

基 7 ﾋ素及びその化合物  0 .01 以 下  12 12 4 
基 本頻度に基づく  

基 8 六 価 ｸﾛﾑ化合物  0 .02 以 下  12 12 4 

基 9 亜 硝酸態窒素  0 .04 以 下  12 12 12 
省 略不可項目（基 39）

と同時分析可能  

基 10 
ｼｱﾝ化 物 ｲｵﾝ及び  

塩 化 ｼｱﾝ 
0 .01 以 下  1 回 /３ヶ月  4 4 4 基 本頻度に基づく  

基 11 
硝 酸態窒素及び  

亜 硝酸態窒素  
10 以下  

1 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

12 12 12 省 略不可項目（基 39）

と同時分析可能  
基 12 ﾌｯ素及びその化合物  0 .8 以下  12 12 12 

基 13 ﾎｳ素及びその化合物  1 .0 以下  12 12 4 基 本頻度に基づく  

基 14 四 塩化炭素  0 .002 以 下  1 1 1 

過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/10 以 下  

基 15 1 ,4-ｼﾞｵｷｻﾝ  0 .05 以 下  1 1 1 

基 16 
ｼｽ-1 ,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び  

ﾄﾗﾝｽ-1 ,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  
0 .04 以 下  1 1 1 

基 17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  0 .02 以 下  1 1 1 

基 18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  0 .01 以 下  1 1 1 

基 19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  0 .01 以 下  1 1 1 

基 20 

ﾍ ﾟ ﾙ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｵ ｸ ﾀ ﾝ ｽ ﾙ ﾎ ﾝ酸

(PFOS)及 び ﾍﾟ ﾙ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ

ｵｸﾀﾝ酸 (PFOA)  

0 .00005 以下  1 4 4 基 本頻度に基づく  

基 21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0 .01 以 下  1 1 1        
過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/10 以 下  

基 22 塩 素酸  0 .6 以下  1 回 /３ヶ月  ―  12 12 
省 略不可項目（基 39）

と同時分析可能  

基 23 ｸﾛﾛ酢 酸  0 .02 以 下  

1 回 /３ヶ月  

―  4 4 

 

 

基 本頻度に基づく  

 

基 24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0 .06 以 下  ―  4 4 

基 25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸  0 .03 以 下  ―  4 4 

基 26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ  0 .1 以下  ―  4 4 

基 27 臭 素酸  0 .01 以 下  ―  4 4 

基 28 総 ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ  0 .1 以下  ―  4 4 

基 29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸  0 .03 以 下  ―  4 4 

基 30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  0 .03 以 下  ―  4 4 

基 31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ  0 .09 以 下  ―  4 4 

基 32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  0 .08 以 下  ―  4 4 

基 33 亜 鉛及びその化合物  1 .0 以下   

 

1 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

 

 

12 12 4 

基 34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及 びその化合物  0 .2 以下  12 12 4 

基 35 鉄 及びその化合物  0 .3 以下  12 12 4 

基 36 銅 及びその化合物  1 .0 以下  12 12 4 



-4- 

 

基 37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物  200 以 下      
 

1 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

12 12 1 
過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/5 以下  

基 38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物  0 .05 以 下  12 12 4 基 本頻度に基づく  

 基 39 塩 化物 ｲｵﾝ 200 以 下  1 回 /３ヶ月  12 12 12 

基 40 ｶﾙｼｳﾑ , ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 以 下  

1 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

12 12 1 過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/5 以下  基 41 蒸 発残留物  500 以 下  1 1 1 

基 42 陰 ｲｵﾝ界面活性剤  0 .2 以下  1 1 1 
過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/10 以 下  

基 43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ       0 .00001 以下  
藻 類発生時期 に 合

わ せ て 月 １ 回 以 上  

8  1 8 
基 本頻度に基づく  

基 44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ    0 .00001 以下  8 1 8 

基 45 非 ｲｵﾝ界面活性剤  0 .02 以 下  1 回 /３ヶ月  

（ ※ 1）  

1 1 1 過 去 3 年間の結果が  

基 準値の 1/10 以 下  基 46 ﾌｪﾉｰﾙ類  0 .005 以 下  1 1 1 

基 47 
有 機物（全有機炭素  

（ TOC）の量）  
3 以下  

1 回 /月  

12 12 12 

基 本頻度に基づく  

基 48 pH 値  5 .8 以上 8.6 以下  12 12 12 

基 49 味  異 常でないこと  ―  12 12 

基 50 臭 気  異 常でないこと  12 12 12 

基 51 色 度  5 度以下  12 12 12 

基 52 濁 度  2 度以下  12 12 12 

※ 1 給水栓において過去 3 年間の検査結果が基準値の 1/5 以下の場合は 1 年に 1 回まで検査頻度を減らすことができる項目です。 

（基準値の 1/10 以下の場合は 3 年に 1 回まで検査頻度を減らすことができます。）  

 

（4）水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に関連する検査 

     上記の指針に基づき、下表の 3 項目の検査を林浄水場系の原水において採水を行い 

    以下の回数で検査を行います。 

項目 

番号  
検査項目  

検査回数 

（回/年）  
検査理由 

1 大腸菌数 12 水源の監視のため 

2 ｳｴﾙｼｭ菌芽胞  12 水源の監視のため 

3 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 1 水源の監視のため 

 

 

（5）その他の検査 

      水質管理目標設定項目・要検討項目・水道用薬品類評価試験及び環境項目等について以

下のとおりの項目・頻度により検査をします。 

   ①【水質管理目標設定項目及び要検討項目の検査頻度】 

項目  目標値（ mg/L）  

検査計画（回 /年）  

理由等  
林浄水場  

第２取水原水  

給水栓水  

室積八丁目  

水

質

管

理

目

標

設

定

項

目  

目 1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物  0.02 以下  1 1 

安全性の確認のため  

目 2 ｳﾗﾝ及びその化合物  0.002 以下（暫定）  1 1 
目 3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物  0.02 以下  1 1 
目 5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 .004 以下  1 1 
目 8 ﾄﾙｴﾝ 0 .4 以下  1 1 
目 9 ﾌﾀﾙ酸 ｼﾞ（ 2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）  0.08 以下  1 1 
目 10 亜塩素酸  0.6 以下  ―  ―  二 酸 化 塩 素 を 使 用 し な い

ため検査しない  目 12 二酸化塩素  0.6 以下  ―  ―  
目 13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0 .01 以下（暫定）  ―  1 

安全性の確認のため  
目 14 抱水 ｸﾛﾗｰﾙ 0 .02 以下（暫定）  ―  1 

目 15 農薬類（※ 1）  
検出値と目標値の比

の和として、 1 以下  
5 5（浄水池）  散布時期（５月から９月）

に実施する  

目 16 残留塩素  1 以下  ―  1 消毒の効果の確認のため  

目 17 ｶﾙｼｳﾑ ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）  10 以上 100 以下  1 1 
性状等の確認のため  目 18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物  0.01 以下  1 1 

目 19 遊離炭酸  20 以下  1 1 
目 20 1,1 ,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 .3 以下  1 1 

安全性の確認のため  
目 21 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0 .02 以下  1 1         
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目 22 
有機物等  

（過 ﾏﾝｶﾞﾝ酸 ｶﾘｳﾑ消費量）  
3 以下  1 1  

 

 

性状等の確認のため  

 

 

 

目 23 臭気強度（ TON）  3 以下  1 1 
目 24 蒸発残留物  30 以上 200 以下  1 1 
目 25 濁度  1 度以下  1 1 

目 26 pH 値  7.5 程度  1 1 

目 27 腐食性（ ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）  
-1 程度以上とし、  

極力 0 に近づける  
1 1 施設管理のため  

目 28 従属栄養細菌  
2,000 個 /ml 以下  

（暫定）  
―  1 水 道 施 設 の 清 浄 度 確 認 の

ため  

目 29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 .1 以下  1 1 安全性の確認のため  

目 30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物  0.1 以下  1 1 性状等の確認のため  

要

検

討

項

目  

要 1 銀及びその化合物  ―  1 1 

今後必要な情報・知見の収

集 に 努 め て い く べ き 項 目

であるため  

要 2 ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物  0.7 以下  1 1 

要 4 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物  0.07 以下  1 1 

要 5 ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ 0 .0005 以下  1 1 

要 6 ｱｸﾘﾙ酸  ―  1 1 

要 10 ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 0 .0004 以下（暫定） ―  1 

要 11 塩化 ﾋﾞﾆﾙ 0 .002 以下  ―  1 

要 15 N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ ―  1 1 

要 19 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 0 .3 以下（暫定）  1 1 

要 20 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 0.1 以下（暫定）  1 1 

要 24 ﾌﾀﾙ酸 ｼﾞ（ n-ﾌﾞﾁﾙ）  0.01 以下  1 1 

要 25 ﾌﾀﾙ酸 ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 0 .5 以下  1 1 

要 26 ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR  0 .0008 以下（暫定） 1 1 

要 28 ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸  ―  ―  1 

要 29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸  ―  ―  1 

要 30 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸  ―  ―  1 

要 31 ﾌﾞﾛﾓ酢酸  ―  ―  1 

要 32 ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸  ―  ―  1 

要 33 ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸  ―  ―  1 

要 34 ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ―  ―  1 

要 35 ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ―  ―  1 

要 36 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0 .06 以下  ―  1 

要 37 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ―  1 1 

要 40 ｷｼﾚﾝ 0 .4 以下  1 1 

要 49 要検討 PFAS（※2）  －  1 1 

※ 1：農薬類については、対象農薬類 115 項目（ 6 ページ参照）と山口県で販売実績が多い農薬を選定し検査をします。  

※２：ペルフルオロブタンスルホン酸（ PFBS）、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（ PFHxS）、ペルフルオロブタン酸（ PFBA）  

     ペルフルオロペンタン酸（ PFPeA）、ペルフルオロヘキササン酸（ PFHxA）、ペルフルオロへプタン酸（ PFHpA）、ペルフル  

   オロノナン酸（ PFNA）、ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸（ HEFPO-DA）の 8 物質です。  
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②【農薬類項目一覧及び検査頻度】  

項目  
目標値  

（mg/L）  

検査計

画 

（回/

年）  

項目  
目標値  

（mg/L）  

検査計画 

（回/年） 

対 1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（ D-D） 0.05 5 対 59 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 0 .08 5 

対 2 2,2-DPA（ ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ）  0.08 5 対 60 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ 0 .3 5 

対 3 2,4-D（ 2,4-PA）  0.02 5 対 61 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0 .02 5 

対 4 EPN 0.004 5 対 62 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ 0 .002 5 

対 5 MCPA 0.005 5 対 63 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ（MBPMC） 0.02 5 

対 6 ｱｼｭﾗﾑ 0 .9 5 対 64 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 0 .006 5 

対 7 ｱｾﾌｪｰﾄ 0 .006 5 対 65 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ（DEP） 0.005 5 

対 8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0 .01 5 対 66 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 0 .1 5 

対 9 ｱﾆﾛﾎｽ 0 .003 5 対 67 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 0 .06 5 

対 10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ 0 .006 5 対 68 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 0 .03 5 

対 11 ｱﾗｸﾛｰﾙ 0 .03 5 対 69 ﾊﾟﾗｺｰﾄ 0 .01 5 

対 12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0 .005 5 対 70 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 0 .0009 5 

対 13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 0 .001 5 対 71 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ 0 .01 5 

対 14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（ MIPC）  0.01 5 対 72 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 0 .004 5 

対 15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（ IPT）  0.3 5 対 73 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ） 0.02 5 

対 16 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾝﾞ 0 .002 5 対 74 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 0 .002 5 

対 17 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（ IBP）  0.09 5 対 75 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 0 .02 5 

対 18 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 0 .006 5 対 76 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 0 .05 5 

対 19 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 0 .009 5 対 77 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 0 .0005 5 

対 20 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 0 .03 5 対 78 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP） 0.01 5 

対 21 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 0 .08 5 対 79 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ（BPMC） 0.03 5 

対 22 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ） 0.01 5 対 80 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 0 .05 5 

対 23 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ 0 .02 5 対 81 ﾌｪﾝﾁｵﾝ（MPP） 0.006 5 

対 24 ｵｷｼﾝ銅（有機銅） 0.03 5 対 82 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ（PAP） 0.007 5 

対 25 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ 0 .1 5 対 83 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 0 .01 5 

対 26 ｶｽﾞｻﾎｽ 0 .0006 5 対 84 ﾌｻﾗｲﾄﾞ 0 .1 5 

対 27 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 0 .008 5 対 85 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 0 .03 5 

対 28 ｶﾙﾀｯﾌﾟ 0 .08 5 対 86 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 0 .02 5 

対 29 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC） 0.02 5 対 87 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 0 .02 5 

対 30 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 0 .005 5 対 88 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 0 .03 5 

対 31 ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN） 0.005 5 対 89 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 0 .05 5 

対 32 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 0 .3 5 対 90 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 0 .09 5 

対 33 ｸﾐﾙﾛﾝ 0 .03 5 対 91 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 0 .007 5 

対 34 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ 2 5 対 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 0 .05 5 

対 35 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ 0 .02 5 対 93 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0 .05 5 

対 36 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 0 .02 5 対 94 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 0 .03 5 

対 37 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP） 0.0001 5 対 95 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 0 .1 5 

対 38 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 0 .003 5 対 96 ﾍﾞﾉﾐﾙ 0 .02 5 

対 39 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN） 0.05 5 対 97 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 0 .1 5 

対 40 ｼｱﾅｼﾞﾝ 0 .001 5 対 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ 0 .09 5 

対 41 ｼｱﾉﾎｽ（CYAP） 0.003 5 対 99 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 0 .005 5 

対 42 ｼﾞｳﾛﾝ（DCMU） 0.02 5 対 100 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 0 .2 5 

対 43 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ（DBN） 0.03 5 対 101 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 0 .3 5 

対 44 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP） 0.008 5 対 102 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 0 .02 5 

対 45 ｼﾞｸﾜｯﾄ 0 .01 5 対 103 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ） 0.01 5 

対 46 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ） 0.004 5 対 104 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 0 .07 5 

対 47 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 0.005 5 対 105 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 0 .005 5 

対 48 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 0 .009 5 対 106 ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ） 0.7 5 

対 49 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 0 .006 5 対 107 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ（ MCPP）  0.05 5 

対 50 ｼﾏｼﾞﾝ（CAT） 0.003 5 対 108 ﾒｿﾐﾙ 0 .03 5 

対 51 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 0 .02 5 対 109 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 0 .2 5 

対 52 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 0 .05 5 対 110 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ（DMTP）  0.004 5 

対 53 ｼﾒﾄﾘﾝ 0 .03 5 対 111 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 0 .04 5 

対 54 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0 .003 5 対 112 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 0 .03 5 

対 55 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 0 .8 5 対 113 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 0 .02 5 

対 56 
ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及び 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 
0 .01 5 対 114 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 0 .1 5 

対 57 ﾁｱｼﾞﾆﾙ 0 .1 5 対 115 ﾓﾘﾈｰﾄ 0 .005 5 

対 58 ﾁｳﾗﾑ 0 .02 5 
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③【その他の項目の検査頻度】 

項目  

検査頻度（回 /年）  

理由  林浄水場  

原水  

島田川  

表流水  

兼清  

表流水  
給水栓水  

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ        1 ―  ―  ―  

安全性の確認のため  ｼﾞｱﾙｼﾞｱ           1 ―  ―  ―  

ｳｪﾙｼｭ菌芽胞          12 12 ―  ―  

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素  12 12 ―  1 

水 質 状 況 の 把 握 及 び 異 臭 味

障害、浄水処理障害物質等の

監視のため  

ｶﾘｳﾑ                   （※ 1） 12 12 ―  1 

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 12 12 ―  1 

ｶﾙｼｳﾑ 12 12 ―  1 

硫酸 ｲｵﾝ 12 12 ―  12 

電気伝導率  12 12 ―  12 

大腸菌数      6 6 6 ―  

化学的酸素要求量（ COD）    6 6 6 ―  

溶存酸素（ DO）        6 6 6 ―  

生物学的酸素要求量（ BOD） （※ 2） 6 6 6 ―  

全 ﾘﾝ             6 6 6 ―  

全窒素            6 6 6 ―  

懸濁物質（ SS）        6 6 6 ―  

紫外線吸光度（ 260nm）         6 6 6 ―  

※ 1 ：林浄水場第 1 取水原水、第２取水原水、第 3 取水原水で検査を実施する。  

※ 2 ：林浄水場第２取水原水で検査を実施する。  

   

④【水道用薬品類評価試験の検査頻度】 

項目  
評価基準値  

（ mg/L）  

検査頻度（回 /年）  

次亜塩素  

ﾅﾄﾘｳﾑ 
PAC 

水酸化  

ﾅﾄﾘｳﾑ 

理 由等  

 

1 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物  0.0003 以下  1 1 1 

水道用薬品類の評

価のため  

2 水銀及びその化合物  0.00005 以下  1 1 1 

3 ｾﾚﾝ及びその化合物  0.001 以下  1 1 1 

4 鉛及びその化合物  0.001 以下  1 1 1 

5 ﾋ素及びその化合物  0.001 以下  1 1 1 

6 六価 ｸﾛﾑ化合物  0.002 以下  1 1 1 

7 亜硝酸態窒素  0.004 以下  1 1 1 

8 ｼｱﾝ化物 ｲｵﾝ及び塩化 ｼｱﾝ 0 .001 以下  1 1 1 

9 
硝酸態窒素及び  

亜硝酸態窒素  
1.0 以下  1 1 1 

10 ﾎｳ素及びその化合物  0.1 以下  1 1 1 

11 四塩化炭素  0.0002 以下  1 1 1 

12 1 ,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0 .005 以下  1 1 1 

13 
ｼｽ-1 ,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び  

ﾄﾗﾝｽ-1 ,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0 .004 以下  1 1 1 

14 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0 .002 以下  1 1 1 

15 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 .001 以下  1 1 1 

16 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 .001 以下  1 1 1 

17 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0 .001 以下  1 1 1 

18 塩素酸  0.4 以下  1 1 1 

19 臭素酸  0.005 以下  1 1 1 

20 亜鉛及びその化合物  0.1 以下  1 1 1 

21 鉄及びその化合物  0.03 以下  1 1 1 

22 銅及びその化合物  0.1 以下  1 1 1 

23 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物  0.005 以下  1 1 1 

24 陰 ｲｵﾝ界面活性剤  0.02 以下  1 1 1 

25 非 ｲｵﾝ界面活性剤  0.005 以下  1 1 1 

26 ﾌｪﾉｰﾙ類  0.0005 以下  1 1 1 

27 
有機物  

（全有機炭素（ TOC）の量）  
0.3 以下  1 1 1 

28 味  異常でないこと  ―  ―  ―  

29 臭気  異常でないこと  1 1 1 

30 色度  0.5 度以下  1 1 1 

31 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物  0.002 以下  1 1 1 

32 ｳﾗﾝ及びその化合物  0.0002 以下  1 1 1 

33 ﾆｯｹﾙ及びその化合物  0.002 以下  1 1 1 

34 1 ,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 .0004 以下  1 1 1 

35 亜塩素酸  0.6 以下  ―  ―  ―  

36 二酸化塩素  0.6 以下  ―  ―  ―  

37 銀及びその化合物  0.01 以下  1 1 1 

38 ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物  0.07 以下  1 1 1 

39 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物  0.007 以下  1 1 1 

40 ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ 0 .00005 以下  ―  ―  ―  

※        非適用 



-8- 

 

5．水質検査方法  

    水質検査方法は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」、

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正並びに水道水質管理におけ

る留意事項について」の別添 4「水質管理目標設定項目の検査方法」及び「水道用薬品類の

評価のための試験方法ガイドライン」等により行います。 

 

   6．臨時水質検査 

    臨時の水質検査は、次のような場合に行います 

・水源の水質が著しく悪化したとき 

・水源に異常があったとき 

・水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき 

・浄水過程に異常があったとき 

・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

・その他、特に必要があると認められるとき 

  7．水質検査の自己検査／委託検査の区分 

    本市では、近隣 2 市（周南市・下松市）と共同で周南都市水道水質検査センター協議会

を設立し水質検査を行っています。原則、水質基準項目（52 項目）、水質管理目標設定項目

（亜塩素酸・二酸化塩素・農薬類を除く 23 項目）及び要検討項目（25 項目）等の全ての

検査を上記センターで行います。 

    ただし、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査については、特別な専用分析機器を 

   必要とすることから、委託して行います。 

 

  8．水質検査計画及び水質検査結果の公表  

    水質検査計画を光市水道局のホームページ上で毎年公表し、皆様の意見及び国または県か

らの助言、指導を反映しながらよりよい計画を作成し、それに基づいて検査を実施していき

ます。 

    また、検査結果についても同様に毎年公表します。 

 

  9．関係者との連携 

    水源の周辺で水質事故・消化器系伝染病が発生した場合は、県周南健康福祉センター及び

県生活衛生課水道班と連携して速やかに現場調査及び水質検査を実施します。 

 

10．水質検査の精度と信頼性保証 

    光市・周南市・下松市の共同で水質検査を行っている周南都市水道水質検査センター

協議会では、水質検査の高い精度と信頼性を確保するため、検査項目ごとの標準作業手

順書、機器の操作手順書により検査を実施し、平成 22 年 8 月 25 日に※水道 GLP の認定

を取得、令和５年２月の更新審査により、認定を更新しております。 

  



-9- 

 

また、水道 GLP の中には「精度管理規程」を定め、内部精度管理で検査員の技能評価を実

施しています。あわせて、外部精度管理については厚生労働省の「水道水質検査精度管理の

ための統一試料調査」及び山口県水道外部精度管理連絡協議会の外部精度管理に参加し精

度・信頼性の向上に努めています。 

  

※ 水道 GLP 

  水道 GLP とは、水質検査機関による検査機関の信頼性確保を目的として、公益社団法人日本水

道協会が国際規格である ISO9001 と ISO17025 の要求事項を参考にしながら策定した認定規

格です。水質検査機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、水質検査結果の信頼性を

確保していることを第三者機関である公益社団法人日本水道協会が客観的に評価し、認定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【水質検査計画に関するお問い合わせ先】 

〒743-0064 

光市中島田三丁目 1-1 林浄水場内 

光市水道局浄水課浄水係 

TEL：0833-77-0501 FAX：0833-77-0518 

E-mail : 'h-jyousui-3@crest.ocn.ne.jp'  

 

 


